
 函館赤十字病院 訪問リハビリテーション 

【指定訪問リハビリテーション・指定介護予防訪問リハビリテーション】 

運 営 規 程 

 

 

（事業の目的） 

第１条 函館赤十字病院が開設する訪問リハビリテーション（以下、「事業所」という。）が行

う『指定訪問リハビリテーション』及び『指定介護予防訪問リハビリテーション』（以下、

「事業」という。）の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、

事業所の理学療法士及び作業療法士が、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づ

き、要支援状態又は要介護状態にある利用者に対し、適正な事業を提供することを目的と

する。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所は、事業を提供する際は、要支援状態又は要介護状態の心身の特性を踏まえて

利用者の居宅において理学療法及び作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うこと

により、利用者の心身の機能の維持向上を図り、その有する能力に応じ自立した日常生活を

継続して営むことが出来るよう支援していくものとする。 

２ 事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、その他の保健医療サービス

又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める

ものとする。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 （１）名 称：函館赤十字病院 訪問リハビリテーション 

 （２）所在地：函館市堀川町６番２１号 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する従事者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

 （１）管理者 医師 １名 

    管理者は、事業所の従事者の管理及び利用者の心身の状況を把握し適切なサービスを

円滑に提供できるよう管理すると共に、業務の実施状況の把握その他管理を一元的に行

い、従事者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。 

 （２）医師 7名（管理者 1名含む） 

    医師は定期的な診療のもと、リハビリテーションの目的や、そのリハビリテーション

の留意事項などを含めた適切な指示を行う。 

（３）作業療法士 1名  理学療法士 1名 

    理学療法士及び作業療法士は、医師の指示並びに訪問リハビリテーション計画等に基

づき、事業にあたるものとする。 

 



（事業の内容） 

第５条 事業は、主治医の指示に基づき、要介護者（介護予防にあっては要支援者）の心身の

機能の回復を図るため、療養上の目標と具体的なサービスの内容を記載した訪問リハビリテ

ーション計画（介護予防訪問リハビリテーション）を作成するとともに、主要な事項につい

て利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得て実施する。 

 

（営業日及び営業時間） 

第６条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

営 業 日 月曜日～金曜日 但し、祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

開院記念日（１１月１日）は除く。 

営業時間 ８：４０～１７：１５ 

サービス提供時間 ９：００～１６：３０ 

 

（利用料） 

第７条 訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定め 

る基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスである時は、介護報酬告示上 

の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 

２ 次条の通常の実施地域を越えて行う（介護予防）訪問リハビリテーションに要した交通費

については、通常の実施地域を越えた地点から１キロメートルあたり２０円を徴収する。 

 

（通常の実施地域） 

第８条 事業の通常の実施地域は、函館市（旧戸井町、旧恵山町、旧椴法華村、旧南茅部町を

除く）とする。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第９条 事業所及びその従事者は、サービスの提供中に利用者の病状に急変、その他緊急 

事態が生じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡をする等の処置 

を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係 

る居宅介護支援事業者等に連絡しなければならない。 

 

（虐待防止について） 

第 10 条 事業所は、虐待の発生又は再発を防止する為に次の各号に掲げる措置を講じるもの

とする。 

１ 下記に定めた虐待防止措置を適切に実施する為、専任の担当者を設置する。 

（担当：リハビリテーション課 課長 理学療法士 松村 圭） 

２ 定期的な委員会を開催し、事案報告や対応の検討などを行い、従事者への周知徹底を図

る。 

３ 虐待防止の為に必要な指針などを整備する。 

４ 定期的な研修会（年１～２回程度）実施し、従事者の知識の補完や質の向上を図る。 



（その他運営に関する重要事項） 

第 11 条 事業所は、従事者の質的向上を図るための研修の機会を設け業務体制を整備するよ

う努める。 

２ 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。なお、事業所を退職し

たものについても同様である。 

３ この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業所の管理者が立案し、函館

赤十字病院の協議に基づいて定めるものとする。 

 


